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研究成果の概要：災害時のソーシャルワークの必要性を明確化することが本研究の目的であっ

たが、本研究によって災害時のソーシャルワーク機能を提示することができ、災害時のソーシ

ャルワークの必要性を明らかにすることができたと考える。また、災害時の支援は災害直後の

対応に着眼される傾向にあるが、ソーシャルワークにおいては、地域再生を考えた継続的、長

期的な生活支援の必要性が被災地へのヒアリングにより明らかとなった。また、本研究の成果

を四川大地震における中国政府との中国四川省での国際会議で報告することができた。
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１．研究開始当初の背景
これまで災害時の対応として、ボラン

ティアやＮＰＯによる支援や災害時の
ボランティアコーディネートについて
は様々な議論が行われてきた。また、Ｐ
ＴＳＤなど被災者の心のケアという視
点からカウンセリングの必要性が指摘
されてきた。しかし、改めて災害時に最
も支援を必要とする災害弱者である障
害者や高齢者、子どもを日常的に支援し
ているソーシャルワーカーが、災害時に

おいて、また災害後にどのような支援を
行ってきたのか十分に明らかにされて
いない。社会福祉施設や地域で生活して
いる障害者や高齢者、子どもに対して、
災害時にソーシャルワーカーはどのよ
うな支援を行ってきたのであろうか。こ
の研究が深まっていかなければ、今後地
域福祉計画において地域における防災
や日常的な小地域福祉活動が具体的に
議論されていく段階において、災害時に
おけるソーシャルワーカーの役割を明
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確に示すことは難しいであろう。また、
利用者の地域移行が指摘される中で、地
域自立生活支援を目指したソーシャル
サポートネットワークの構築が不可欠
の課題である。災害時要援護者名簿の作
成など内閣府においても、その重要性が
指摘されている。新たな支えあいの仕組
みを構築する研究は、これまでの災害ボ
ランティア研究とは異なる先駆的、独創
的な研究であり、実践としての波及性も
高いと考え、災害時におけるソーシャル
ワークの専門性の明確化とソーシャル
サポートネットワークの構築について、
本研究において取り組んだ。

２．研究の目的
(1)災害時のソーシャルワークの必要性を明
らかにする。

(2)災害時に求められるソーシャルワークの
機能について明らかにする。

(3)災害時に向けたソーシャルサポートネッ
トワークの構築について検証する。

以上、3点を研究目的として取り組んだ。

近年、中越地震のような大規模地震や集中

豪雨など様々な災害が日本各地を襲い、大き

な被害が生じている。その被害に遭う被災者

の中心は、高齢者であり、障害者、妊産婦、

病弱者、子どもも含んだ要援護者の支援が求

められ、内閣府による要援護者名簿の作成も

民生委員を中心として進められている。この

ような災害時において、福祉職は、社会福祉

協議会による災害ボランティアセンターの

立ち上げ・運営、介護支援専門員による利用

者の安否確認と継続的な生活支援、在宅介護

支援センター及び地域包括支援センターに

おける安否確認と継続的な生活支援、生活支

援相談員による地域再生へ向けた支援など、

災害直後から１ヶ月、１年と福祉職による継

続的な生活支援が求められている。そこには、

短期的な災害時支援だけではなく、その地域

の将来像を考えた社会福祉の援助が必要で

ある。災害により避難所、仮設住宅、復興住

宅へと被災者が移り住む中で、コミュニティ

は空洞化し、従来の地域を再構築していく視

点が被災地には求められる。このような長期

的な視点に立ったソーシャルワーク実践を

明かにすることを研究目的とする。

３．研究の方法
(1)新潟県中越地震で被災した社会福祉専門
職に対してフォーカスグループインタビュ
ーの方法により調査をおこなった。

(2)フォーカスグループインタビューの調査
結果から、災害時のソーシャルワーク機能を
抽出した。

(3)地域再生に着目し、日本各地の被災地に
おける地域再生の状況についてインタビュ
ー調査を行った。

４．研究成果

(1)災害時におけるコミュニティソーシャル

ワーク機能

本研究の目的は、災害時にソーシャルワー

クが必要であることを明らかにすることで

ある。以下のような「災害時におけるソーシ

ャルワークの機能」について提示した。

「災害時におけるソーシャルワーク機能」

災害時の支援は、災害直後の支援に着目し

がちであるが、ソーシャルワークの支援は、

被災者への継続的な生活支援をいかに行っ

ていくかに着目すべきであると考える。以下

に述べる「災害時におけるソーシャルワーク

機能」は、災害直後から 1 年後、2 年後の復

興期に至っても、その状況に応じた支援の必

要性を認識した上で整理したものである。

① 災害で変化する地域の再生、コミュニテ

ィ再生を視野に入れた継続的な生活支援

② 被災地住民のストレングスを重視した被

災地住民主体の自立支援

③ 災害時におけるボランティアコーディネ

ート

④ 高齢者、障害者、子どもなど要援護者の



安否確認とニーズ把握

⑤ 要援護者の居住環境の確保と要援護者の

スクリーニングによる福祉避難所の活用

⑥ 災害時に対応した行政等に対する制度へ

の提言

⑦ 要援護者に対するケアマネジメント

⑧ 災害時におけるリスクマネジメント

⑨ 被災地で支援を行っている専門職へのス

ーパービジョン

(2)災害時のソーシャルワークの必要性

大規模災害が起こると避難所生活を経て、

多くの住民は仮設住宅に移り住む。その後、

若者世代は市街地へ移住し、高齢者世帯が災

害前の自宅へ戻ることが多い。その場合、そ

の集落の高齢化率は急上昇し、過疎高齢化の

上昇が急加速した結果となり、支え手の減少

により災害前のようなコミュニティを維持

できなくなる地域も出現する。このような災

害による地域の大きな変化を誰が認識し、ど

のような専門職がコミュニティの再構築、再

生を行っていくのであろうか。筆者は、これ

を「ソーシャルワーカーが果たす役割」であ

ると考える。これまで、新潟の仮設住宅では、

生活支援相談員が被災者の自立支援を行っ

てきた。災害復興基金を活用した新潟県社協

の非常勤職員としての位置づけで勤務して

いる身分であるが、被災地住民の生活と密着

した支援を行っている。そのため、近視眼的

な被災地外からのボランティア活動には、違

和感を抱いている人も多い。上述したような

地域の変化に対して、生活支援相談員のよう

な地域再生を視野に入れた援助を行ってい

くことがソーシャルワーカーに求められて

いるのではないだろうか。

このように、災害直後の支援だけにとらわ

れるのではなく、長期的な視点で援助を行っ

ていくことも災害時のソーシャルワークに

は必要な機能である。社会福祉協議会や地域

包括支援センターなどのソーシャルワーカ

ーが地域のコミュニティセンターや自治体

などと連携しながら取り組んでいかなけれ

ばならないであろう。現在、仮設住宅から復

興住宅への入居が始まり、新たなコミュニテ

ィが生まれ始めている。長期的な視点に立っ

た継続的な生活支援をどのように行ってい

くのか。平常時の生活へ移行しつつある被災

地の中で問われている課題ではないだろう

か。

次に、福祉避難所の重要性が明らかとなっ

た。医療分野では、災害時に負傷した患者を

トリアージによって緊急性により振り分け

をする。福祉分野においては、災害時に自閉

症児など多動の子どもを抱え一般避難所で

生活をすることが困難な家族に対して、福祉

避難所を用意し送致するなどの支援が必要

である。中越震災でも、自閉症児を抱え一般

避難所にいることができず、自分の車で過ご

しエコノミークラス症候群になってしまっ

たケースがあった。国は、旅館やホテルを高

齢者・障害者などが使えるように災害後すぐ

に通知を出しているが、そのスクリーニング

をするソーシャルワーカーが必要である。特

に、障害者分野では在宅支援を行うソーシャ

ルワーカーの数が高齢者分野に比して少な

い。障害者通所施設、福祉作業所の職員を中

心とした要援護者の居住環境の確保と要援

護者のスクリーニングによる福祉避難所へ

の支援は重要な課題であり、災害時における

ソーシャルワーク機能として位置づけるこ

とができよう。先の視覚障害者の事例や自閉

症児を抱えた親の事例でも述べたように、一

般避難所での生活が他の住民との関係で困

難であるケースは多い。人工肛門を付けてい

る利用者は、臭いを気にして避難所での生活

を避ける。また、介護保険において、避難所



も在宅と同様の扱いとし、介護報酬の対象と

なると行政指導があったが、実際は、避難所

においては家族介護が主体となる上、サービ

ス利用がほとんどなかった。排泄介助など提

供可能なサービスも周りの住民を意識して

利用が回避されたと考えるのが順当であろ

う。また、要介護者の多くは、ショートステ

イを利用したり、他市の施設へ入所したと考

えられる。多くのケアマネジャーがこのよう

な支援を行っている。もちろん、島原普賢岳

災害や阪神淡路大震災を教訓に、国は、発災

翌日の 10月 24日には避難生活が必要となっ

た高齢者、障害者等の要援護者については、

旅館、ホテル等の避難所としての活用を緊急

的措置として社会福祉施設への受入を行っ

て差し支えない旨を新潟県に通知している。

また、要援護者の社会福祉施設等への受入等

についての考えられる取り組みや留意事項

及び特例措置等について 11 月 2 日に新潟県

及新潟市に通知している。高齢者、障害者等

の要援護者を社会福祉施設での受入に関し

て被災地域内の施設での避難者受入状況を

調査するとともに更なる受入について施設

の協力を要請し、新潟県の被災地域及び近隣

5 県内の社会福祉施設における避難者要援護

者の受入可能性について各県を通じ調査し、

当該情報を新潟県に提供を行っている。しか

し、A 市において、地域防災計画で予定して

た 73 ヶ所の避難所だけではなく、自然発生

的に 52 ヶ所の避難所がビニールハウスなど

によって作られていることを見ても、一般避

難所での生活が困難な住民が多くいたこと

は想定できるであろう。

第三に、行政への代弁・提言の必要性であ

る。今回の震災によって、介護報酬にはのら

ない相談業務、あるいは利用限度額を超えて

も支援し続けなければならないケースなど

が多く生じ、平常時での介護保険制度では対

応できない状態となった。このような状況を

認識し、保険者である行政に制度の柔軟化を

提言していく機能が求められる。このような

機能を果たすことができるのは、現場で相談

業務を行っているソーシャルワーカーであ

り、相談業務を行う中で生ずる矛盾点を適切

に整理し、的確に行政へ提言していく機能が

災害時のソーシャルワークには求められる。

実際に、今回の災害では、制度矛盾が大きく

生じ、数千万円単位の大きな赤字を抱えた社

会福祉法人も存在する。災害後、市外の施設

への入居を援助した後も、地元の相談員が良

いからと長い電話の相談が続いたり、ショー

トステイでつないでいたケースで 1ヶ月の利

用限度額を超えても援助を行い続けなけれ

ばならないなどのケースがあった。現場の混

乱を早急に理解し対応していく機能が求め

られる。

(3)ソーシャルサポートネットワークの構築

と個人情報保護ガイドラインの必要性

災害直後に求められるソーシャルワーク

機能として、高齢者、障害者、子どもなどの

要援護者の状況把握がある。第一に求められ

るのが、安否確認である。高齢者分野では、

中越震災においては基幹型在宅介護支援セ

ンターが行政と連携し、迅速な安否確認を行

った。しかし、地域によって状況は異なり、

A 市においては即日安否確認の対応がなされ

ているが、B 市においては安否確認に動き出

すまでに 1 ヶ月近くを要している。被災状況

の差が大きく影響しているが、A 市では、在

宅介護支援センターでの業務を居宅介護支

援事業と完全に独立した相談員を 1名配置し

ていたことも安否確認を迅速に行うことが

できた一つの要因であろう。なぜならば、介

護保険利用者についてはケアマネジャーが

安否確認を行い、市内の基幹型、地域型在宅



介護支援センターではそれ以外の要援護者

について安否確認をするという役割分担が

働いたからである。在宅介護支援センターで

は、民生委員の協力を得ながら、安否確認を

行うことができた。B 市では、基幹型在宅介

護支援センターは行政にあり避難所の対応

に追われたため、地域全体の要援護高齢者の

安否確認に手が回らなかったという実態が

あった。この点から、災害時におけるソーシ

ャルワーク機能として、災害直後の迅速な安

否確認の必要性を指摘することができよう。

また、能登半島地震では、要援護者マップ

が大きな役割を果たした。能登市社協でのヒ

アリングから、民生委員などは要援護者がど

こに住んでいるのかマップを作っていたこ

とにより頭に入っていたため、迅速な避難活

動ができたと話を聞くことができた。内閣府

が災害時要援護者名簿の作成を各自治体に

呼びかけており、全国的に民生委員の協力を

得ながら名簿作成が進められている。しかし、

その名簿の活用方法に大きな課題が残され

ている。個人情報保護の観点から、せっかく

作成された名簿が民生委員のみに渡されて、

自治会に届いていなかったり、地域包括支援

センターや在宅介護支援センターなどの専

門職にはまったくその情報が届いていない

という課題である。要援護者の名簿作成を行

っている部署が危機管理などの防災部署の

ため、福祉関係部署との連携が不十分な自体

が多く見られる。この点についても、災害時

の個人情報保護法の取り扱いについてガイ

ドラインの作成が必要であろう。各自治体で

は、条例を作るなどによって、災害時には個

人情報よりもいのちを優先して守る規定を

作って、情報の共有化を図っていくことが求

められている。一方、障害者分野では、安否

確認にかなりの時間を要している。ライフラ

インの崩壊は、電気が止まってしまったため

FAX が使用できなくなるなど聴覚障害者へ

の影響は大きく、視覚障害者についても、外

部から視覚障害者福祉協会のメンバーが安

否確認に入って確認を行っている。障害者施

設では、担当ケースごとに安否確認を行うた

め、担当していないケースにまでは安否確認

の網の目が届きにくい状況であった。また、

阪神淡路大震災では、多くの障害者が避難所

への避難を行わず、半壊している自宅に留ま

るなど、危険な中での生活を強いられている。

それは、視覚障害者の場合は、一般避難所で

は、張り紙などによる情報を読むことができ

ず、情報が十分に得られないため不安な生活

を強いられることを嫌い、自宅に引き返した

ことが当事者の声として語られている。この

ように、安否確認とその後のニーズ把握を適

切に行っていくことが、災害直後においてソ

ーシャルワークに求められる重要な機能で

ある。ここで留意しなければならないのは、

その被災地で活動しているソーシャルワー

カーも被災者である点である。必ずしも、迅

速に安否確認を行えない状況もある。また、

同じ利用者を多くの機関が何度も安否確認

をするという混乱も生じている。つまり、ソ

ーシャルサポートネットワークの構築とし

て、災害直後の安否確認とニーズ把握を福祉

専門職全体としてマニュアル化し、位置づけ

ておくことが重要であろう。担当者が被災を

して動けない場合でも、他のソーシャルワー

カーが安否確認、ニーズ把握を行うことがで

きるシステム化が求められと考える。

(4)残された課題

災害時のソーシャルワークについて被災

地での実践に基づいて述べてきた。それは、

長期的な視点に立ったコミュニティ再生を

考えた継続的な生活支援の視点を重視しつ

つ、災害直後からの安否確認とニーズ把握に



始まり、専門職へのスーパービジョンにまで

及ぶ。ソーシャルワークが改めて生活全体を

見つめ、支援していくものであることについ

て、本研究を通して確認することができた。

災害時のソーシャルワークを研究すること

は、災害研究を行うと同時に「ソーシャルワ

ークとは何か」についても深く考えることと

なる。被災地住民の生活を考えるとき、第一

に、地域を基盤としたソーシャルワークの必

要性を痛感する。災害によって住民個々のニ

ーズが変化するだけではなく、地域も大きく

変化する。これらをコミュニティソーシャル

ワークの視点で個々のニーズと地域の変化

をつなぎ、結びつけて支援していかなければ

ならない。第二に、個別ケースに継続的に関

わるソーシャルワーカーの存在である。高齢

者分野では、ケアマネジャーが各ケースを担

当しており、在宅介護支援センターでも多く

の要援護高齢者を把握していた。しかし、障

害者分野と子ども・家庭分野では十分なケア

マネジメントシステムが確立していないこ

とが浮き彫りとなった。第三に、被災地住民

の生きる意欲などストレングス視点による

ソーシャルワークの援助が求められる点で

ある。近視眼的な援助のみではなく、コミュ

ニティ再生や被災地住民の生活、生きる意欲

を喚起できるようなソーシャルワーク機能

が災害時においては一層求められているの

である。第四に、被災地で活動する専門職へ

のスーパービジョンの重視である。被災地で

の支援の中で、ソーシャルワーカーは、多く

のストレスと心の傷を抱える可能性が高い。

それは、被災地在住のソーシャルワーカーの

みならず、被災地外から応援に駆けつけたソ

ーシャルワーカーにも同じことが言える。十

分な指示を受けることなく、自己の判断で援

助を行っていかなければならないストレス

は、想像以上に大きなものである。また、被

災地外から応援に駆けつけたソーシャルワ

ーカーが抱えたストレスをどのように解消

し、職場復帰させるか。日本看護協会のマニ

ュアルから学ぶ点は多くあった。被災地内の

ソーシャルワーカーへのスーパービジョン

の必要性とともに、災害直後などに緊急に応

援に駆けつけた被災地外からのソーシャル

ワーカーへのスーパービジョンも忘れては

ならない視点であろう。

災害は、地域生活を崩壊させ、被災者に喪

失感と失望感を抱かせる。希望を失った被災

者が、再度地域生活を再生していくプロセス

には、正に地域を基盤としたソーシャルワー

クであるコミュニティソーシャルワークが

欠かせない。今後は、医学教育と同じように、

ソーシャルワーク教育の中においても、災害

時支援を視野に入れた教育カリキュラムが

求められてくると考える。大阪府社会福祉協

議会老人部会が、社会福祉法人として自発的

に資金を分担して拠出し、地域生活支援を行

うコミュニティソーシャルワーカーの配置

を行っている。社会福祉法人の役割として、

災害時支援を通して、地域とのネットワーク

構築の重要性が改めて認識されるのである。
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